２０２６年度　研 修 医（非常勤）募集要項
１．研修願（新規・継続）については、当該科長に申し出て了承を得てから事務手続を始め
てください｡研修期間は、年度当初からで１年間です。
２．願書に記入後、科長の承認印を受けた上で必要書類を添付して病院庶務課へ提出してください｡なお、書類不備(科長の承認印無、添付書類の不足)の場合は、受付できませんのでご注意ください。
 　「新規の提出書類」①～④の書類を揃えて提出してください。
1 研修医（非常勤）「新規」願（様式１）

2 歯科医師免許証（写）（原寸のままＢ４用紙)
3 保険医登録票（写）
4 臨床研修修了登録証(厚生労働大臣発行)（写）（2005年以前に歯科医師国家試験に合格した方は不要）
現在、臨床研修中の方は在職証明書を提出。ただし、当院にて研修中の方は不要。
「継続の提出書類」　
1  研修医（非常勤）「継続」願（様式２）
「新規願、継続願　共通」ご提出後、nakahara@cc.osaka-dent.ac.jp 宛、連絡可能なE-mail addressを診療科名・お名前も明記の上、ご送信ください。なお、一度ご送信いただいた方は変更が無ければ、送信不要です。
３．研修については、すべて所属科長の指示に従ってください｡診療は所属科長の許可、申請制ですが患者の主治医になることはできません。なお、白衣等は各自で用意してください｡
４．病院運営委員会で研修が許可された場合は、研修許可のご通知 兼 請求書を３月末に送付します。
５．研修費の納入は、納入通知書の案内に従い必ず期限までに正確に行ってください｡
　　　年間研修費　６０,０００円（消費税別）
６．一度納入された研修費は、理由の如何にかかわらず返金はしません。

７．研修費の納入がない場合は一定の猶予期間を経て督促し、それでも納入がない場合は除籍処分になります。一度除籍になりますと、その後の研修医（非常勤）には応募できません。
８．願書等書類提出期限　 ２０２６年２月２０日（金）※期限厳守
(注) １．第９９回歯科医師国家試験（2006年）以降の合格者は、歯科医師臨床研修の修了者でなければ応募できません。

　　 ２．研修医（非常勤）で図書館を利用(入館、貸出)される方は「Library Card」が必要です。「Library Card」の発行申請は図書館カウンターで受付しています。
なお、既に「Library Card」をお持ちの方は継続してご使用いただけますので処分しないでください。詳細は添付の「図書館利用について」をご確認ください。
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